
Title 生きることの自由と医療における自由 : 自分で決定
する, 自分の医療

Author(s) 田口, 鐵男

Citation 癌と人. 2000, 27, p. 2-4

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/23856

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



生きることの自由と医療における自由

自分で決定する，自分の医療

田　口　鐵　男＊

　20世紀が“組織の世紀”だったとすれば21世

紀は“個人の世紀”になるだろうといわれてい

る。

　わが国が直面している問題は，どれをとって

も，これまでの膠着した制度やものの考え方で

はとても対応しきれなくなっている。

　日本文化も緩やかながら変化しつつあるよう

だが，変革の必要性が声高に叫ばれながらも，

今日に至るまでさほど大きな動きがみられない

のは，社会の慣性を支えている個人一人ひとり

に責任の一端があるのだろう。眠っている潜在

力を呼び起こし，新たな力を身につけていくた

めには，変革に対する不安を自らが克服して行

かねばならない。しかしその一方で，リスクを

背負っていることに対する社会的評価が必要と

なるのは云うまでもない。

　少子化，高齢化社会を迎えて社会経済的にも

大きな変革が求められている中で医療一癌治療

一日変化をさけては通れない時代に突入してい

る。

　20世紀も終ろうというときになって，日本で

もやっと“自分の医療を自分で決める”という

ことがいわれ出した。これは1960年後半から米

国を中心におこった人権思想，自己決定（権）

一自己確立一によるものである。医療の社会に

はヒポクラテス以来パターナリズムというパラ

ダイムがあったが，大きく変りだしたのである。

　たしかに，わが国の国民の医学知識は進んで

きたが，“医療の実態”についてはあまり知ら

れていない。近年クローズアップされているイ

ンフォームド・コンセントも，医師が自分のや

りたい医療をやれるように誘導した説明になっ

ているとしばしば指摘されている。そうではな

く，患者自身が望む医療を選択・決定できる情

報を提供し，患者（ある場合には健康な国民）

が自分の医療について自己決定できるものでな

ければならないだろう。

　そのためにも，医師との問にコミュニケー

ションが確立していることが絶対条件である。

　一治療の事前指定一

　Dr．William　Molloyの“Let　Me　Decide”とい

う著書が1993年に意訳（岡田玲一郎氏）されて

から久しい。

　この本は，自分が病気になった時にどうして

欲しいかという希望を，どのように記録してお

くかについて述べたものである。将来，病気や

事故によって医師との意思の疎通ができなくな

ると，自分の医療を自分で決めることが不可能

となる。そのために，医師との疎通ができなく

なった時に，あらかじめ記録された“病気になっ

た場合の事前指定書”があなたの代わりに医師

にあなたの意思を伝えてくれるというものであ

る。

　この50年間，医学はたしかに驚異的な進歩を

とげてきた。50年前には奇跡と考えられていた

ことが，現在ではあたりまえのことになってい

る。心臓・腎臓・肝臓の移植により，人々は生

き続けている。以前なら不治の病気とされてい

た癌も，現在では治るものがある。しかし，現

代医学は以前ほど単純ではなくなり，より技術

的になり，より複雑化してきている。

＊財）大阪癌研究会常任理事　大阪大学名誉教授
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　現代医療に占めるテクノロジーの多さには，

一般の人々は圧倒されてしまうだろう。また，

医療の専門家が使う専門用語に戸惑いを感じる

人が大勢いるのは事実である。このような専門

用語は，患者にとってはなんの意味もないわけ

で，逆に患者はそれに苦痛を感じたり，やりき

れなくなることもあるだろう。

　たしかに，一般の人々も新聞・雑誌・テレビ

や映画のおかげで，病気やその治療法について，

以前より知識が豊富になっている。

　それだけに，患者と医療供給側との問に問題

が生じるようになってきている。

　患者や家族は，自分の身体のことであるから，

自分で決定したいと望むであろうが，同時に，

現代テクノロジーの前では，自分達にはなにも

できないのではないかと不安である。

　しかし，医療スタッフも，同じようなジレン

マに直面している。医師は患者の将来に影響を

及ぼすような困難を決定することにしばしば抵

抗を感じている。とはいっても，患者の意思表

示がない限り，医師は延命のためにベストを尽

くさなければならない。医師・看護婦は病院に

勤務しており，病院としての使命である延命に

従わざるをえないのである。

　自分自身の運命を決定する自由は，一般的に

は人間なら誰でも有している権利である。この

中には，個々の特定の医学的治療を受けたり，

それを拒否する権利も含まれている。誰もが，

どのように治療して欲しいのか，独自の考えを

もっている。どんな医療を受けるかは，自分で

決めたいと思っている。

　つまり，自分の生き方，死に方は自分で決定

したいのが，一般的な考え方である。

　自分が重症で自己決定できない場合には，家

族・友人，あるいは医師が代わって決定しなけ

ればならない。このような決定は非常に困難で

あり，場合によっては家族にとってやり切れな

い状態となる。

　家族間の争いや意見の不一致は，患者にとっ

て最後の苦しみを引き延ばすことにもなる。

　一体，どのようにすれば自分の望む医療が受

けられるのであろうか。どうしたら，自分の希

望を他人に知らせておくことができるのであろ

うか。どうずれば家族や友達がこのようなジレ

ンマに陥らないようにすることができるのであ

ろうか。

　そのためには，前もってこれらの問題につい

て家族や医師と相談しておけば，将来の決定に

関わりのある人達の間の葛藤を避けることがで

きる。自分の意志をあらかじめ明確に記述して

おけば，医師・家族が本人はどのような治療を

望んでいるか推測する必要はなくなる。それは

家族間での争いや罪悪感を防ぐことができるの

である。つまり，なにを患者が望んでいたのか

と想像に想像を重ね，あれこれ推測する必要が

なくなるわけである。

　自分の希望を文書に書き留めておけば，本人

の希望がはっきりわからないという不都合は起

きず，将来，自分が受けたい治療について明確

な指示・指定となるわけである。このようにす

れば，重症のため自己決定が不可能な場合でも，

自分の希望を医師，家族，友達に正確につたえ

ることができる。そして，患者は自分が望む医

療を受けることができるわけである。

　事前指定というのは，形式はいろいろである

が，前もって自分自身の要望を書きとめておく

ところの文書なのである。

　将来に備えて書いておく事前指定でもっとも

一般的なものは，遺言状である。

　将来に備えた事前指定には遺言状と少し違う

タイプの委任状がある。委任状はとくになんら

かの指示が書いてあるわけではないが，自分が

なんらかの理由で決定を下せない時に，他の人

に自分の利益のために動いてもらえるものであ

る。

　自分が決定する自分の医療の事前指定は，自

分の受けたい医療に関わるものである。この事

前指定は，将来自分が病気になり自分でどのよ

うな状況になった時，どのような医療を望むか

の指示である。“自分で決定する自分の医療”は，

自分の医学的治療に関する希望を，他の人に知

らせるものなのである。事前指定は，あくまで
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も，自分の希望を伝えられない時にだけ，効力

を発揮するように作られている。

　事前指定には二つのタイプが考えられる。一

つは具体的な項目に関する指定で，いま一つは

委任状のようなタイプである。

　事前指定書の書き方など勉強しておく必要が

ある。〔“自分で決定する，自分の医療”一治療

の事前指定一，ウィリアム・モーロイ著，堺常

雄，高橋香代，岡田玲一郎訳，エーデル研究所

発行　電話Q3（3234）4641，　FAXO3（3234）4644

を読まれることをここに推奨したい。〕

　おわりに

　日本人は死というものは忌み嫌いさけて通ろ

うとする民族だ。あるいは日本人は自分の生と

死さえ自分で決定できない民族だ等々の批判が

しばしばなされている。Dr．アルフォン・

ディーケンスはdeath　educationの必要性を説か

れている。生老病死は人にとってさけて通れな

い問題である。如何に生き，如何に死すべきか

は人にとって永遠の命題である。21世紀は“個

人の世紀”と云われるほど自己決定ということ

が基本的なパラダイムである。医療の社会にお

いても同様である。自分のことは自分で決定で

きるよう心がけたいものである。自由というこ

とは他人に迷惑をかけないことが基本であり，

これが民主降砂の原則である。日本社会では平

等ばかり叫ばれるがもっともっと自由に生きら

れる社会にしたいものだ。

曲　　ガンの一次予防として、一つには、禁煙、
嘉節酒減塩、節脂肪、そして緑艶野菜漁
憲介類などを積極的に摂取するといった、ガ・
ぐり

聴　を遠ざけるライフスタイルが普及することが
慕望まれます。
婁つまり溌ガ・を促進す・離蘇などの・

鼎ジカルを減らし、それを抑制するベータ・力
憲・チ・や、ビタミ・cのような近心㈱の摂
ぐび

聴取を最大にしょうとする、いわば通常兵器に
聴　よる予防です。もう一つは、DNA診断にもと
豊つく遺伝子工学戦略を活用する、新兵器1、よ
ぐび

艶　る予防があります。

薫・のうち・・イフスタイル㈱・・今すぐ

曲　にでも実行でき、しかもわずかな費用できわ
くフい

艶　めて大きな効果が期待できる予防法です。ま
豊た、ガ。抑制遺伝子P53の異常をきたす確率は、
ぐう　　きつえん

驚　喫煙総本数が多いほど高くなるということも
憲明らかにされたので、ライフスタイル支横の

婁中軸である「禁煙によるガン予防・の根拠が

’驚新しい遺伝子研究でさらに強化されたといえ

1るでしょう．　蠣回

転

勢驚画聖団扇驚海部驚嘆驚鼎聴＊驚＊鼎鼎鼎艶三三艶鼎鼎慕鼎｛海鼎驚驚驚権勢斜脚幽暗自身慕聴難
曲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曲
ぐひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐび

驚　　　　　　　　　　　　　これからのガン予防　　　　　　　　　　　　　慕
巫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ε和
ぐや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くアひ

麓●ガンを遠ざけるライフスタイルを　　　したがって、来世紀にかりに新兵器による豊
ぐひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くフ勝

ガン予防時代が訪れても、ライフスタイル対曲
策の重要性は不変です．新兵輝国をただ待範

つだけでなく、低費用で＋分効果が期待でき騰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くフい
いますぐ実践できる、通常兵器によるガン予鼎
防、つまりライフスタイル操作によるガンの驚
＿次予防を強力に締すべきと思われます。豊

●・ガン予防＋二か条、の実行を　　馨
ライ・スタイルをくふうするのに、国立が塞

んセンターの提唱する、「ガン予防十二か条」　婁

も参考になります・要するに・菜食・禁煙（そ豊

れに減塩、節酒、節脂肪）のような「的を射た」虚
一次予防を強加、実行することによって、わ奉

ずか・費用で意外なほどの効果・あげ…　薫

が期待できます。　　　　　　　　　　　　　曲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くフウ
　ガンウイルスの研究やガン遺伝子、抑制遺慕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぬ伝子などの基礎的研究が精力的にすすめられ馨

ます。それらの研究の成果によって、ガンを

根絶する新兵器の開発が期待されますが、そ

れを待つまでもなく、現世代のガンの抑圧は、

いわゆる「通常兵器」で十分に可能なのです。

「ガンの早期発見と治療の手引き」より引用一
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